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研究者として成長できる 教育 ・ 労働条件を実現しよう

（１）　第１６９号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　週刊あのつ　　　　　　　　　　　　　２０１７年　５月３０日（火）

承継職員の退職金の予算は

学術と学術体制のあり方を問う総合シンポジウム

～学術研究の軍事利用を拒否する～～平和・自由・自主・

民主的であってこそ学術の発展がある～

◆企画趣旨◆

　軍事研究・軍学共同、社会と学術の軍事化に抗して、

平和構築に寄与する教育・科学・技術発展とそれを保

障する学問の自由、大学の自治の回復・実現を展望し、

こうした課題を担う科学者の使命を踏まえた学術と学

術体制のあり方、その次世代の担い手の育成、国民に

開かれた高等教育機関のあり方を探る。

講演

　広渡清吾さん（前学術会議会長・東京大学名誉教授）

　「科学者コミュニティと軍事研究～科学者に今できる

こと、やってはならないことは何か～」

対談

　益川敏英さん（ノーベル物理学賞受賞者）

　香山リカさん（精神科医・立教大学教授）

リレートーク

　全大教・日本私大教連・各大学（高山進・三重大学

名誉教授を含む）・軍学共同反対連絡会他

開催　2017年 6月25日（日）14:00～17:00

場所　明治大学グローバルフロント１Ｆ・グローバル

ホール（東京・御茶ノ水）

主催　日本科学者会議、全国大学高専教職員組合他

資料代　１０００円

〝文科省が支弁するわけではない〟
文部科学省が「国立大学法人の業務運営に関するＦＡＱ」

文
部
科
学
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に
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．
承
継
職
員
等
の
給
与
を
運
営
費
交
付
金
か
ら
支
出
し
な
け
れ
ば
当
該
職
員
の
退
職
金
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額

の
予
算
が
措
置
さ
れ
な
く
な
る
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退
職
金
の
予
算
措
置
の
対
象
と
な
る
の
は
、
承
継
職
員
（
国
立
大
学
法
人
法
附
則
第
４
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
国
の
職
員
か
ら
国
立
大
学
法
人
の
職
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移
行
し
た
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び
承
継
職
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退
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伴
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補
充
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承
継
職
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い
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と
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整
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さ
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退
職
金
対
象
者
台
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載
さ
れ
て
い
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職
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あ
り
、
給
与
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ど
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経
費
に
よ
り
支
弁
さ
れ
て
い
る
か
を
問
う
て
い
ま
せ
ん
。

「
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務
運
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る
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Ａ
Ｑ
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改
訂
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よ
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な
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用
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ど
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打
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る
の
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今
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す
。

　
詳
細
は
組
合
ま
で
。



非正規教職員の無期転換権を適正に保障させよう

２０１７年　５月３０日（火）　　　　　　　　　　　　　　週刊あのつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１６９号　（２）

意 見 書

２０１７年５月２２日

国立大学法人三重大学長

駒田美弘殿

　２０１７年４月２７日の日付をもって意見を求められた、人事労務に関する諸規程の改正（案）

につきまして、下記のとおり意見を提出する。

記

　今回の就業規則改正は、特殊勤務手当支給細則２条および３９条に、二次救急輪番手当

を新設し、２０１７年６月１日に施行するものである。その金額は、１回あたり医師につき

２８０００円、看護師につき５０００円というものである。

　今回の改正の特徴は、三重大学医学部附属病院が、従来その責任を負わせられていなかっ

た二次救急につき、津市からの要請に基づき、その担当にあたる医師および看護師に対して

支給される輪番手当関連の規定を明記することにある。そこで論点は、第１に、この規則改

正の原因となった津市からの要請が、職員に対する使用者・国立大学法人三重大学の指揮命

令ということに着目していかなる性格を有するものなのか、第２に、それは現在の三重大学医

学部附属病院における輪番手当というもののとりあつかいとの関係でどのように評価されるの

か、そして第３に、その金額は妥当なのかが、それぞれ問題となる。

ｂ第１の論点については、この二次救急が、本来的に三重大学に負わせられた任務ではない

ことに、まずは注意がされなければならない。三重大学医学部附属病院は、２０１２年段階で、

県立総合医療センター、市立四日市病院、伊勢赤十字病院とともに、三重県における三次救

急医療施設に指定されている。そこでは、このような三次救急を担当する病院において、二

次救急は、いわば派生的な役回りであるという位置づけが確認されなければならない。した

がって、今回の特殊勤務手当支給細則の改正の対象となる二次救急輪番手当とは、その原因

となる医療活動が、本来的に三重大学医学部附属病院に課せられた責務とはいいがたい業務

なのである。そこで指揮命令者である国立大学法人三重大学は、今回のような二次救急医療

活動を医師および看護師に対して命じるという場合に、そもそも本来業務ではない業務を命

じるのであるということを、今回の就業規則等改正においても出発点にしなければならないの

である。

　第２に、そうであるとすれば、あらためて救急業務における輪番手当の支給の是非が問題

となる。この場合、他の民間の病院、たとえば２０１２年４月現在において二次救急医療機関

に指定されている（「三重県保健医療計画（第５次改訂版）」（２０１３年）１５６ページ）津生

協病院では、日直について、輪番以外での当直が平日（翌日が平日である場合）の２０時から

８時３０分の勤務につき６０００円がつくのに対し、輪番の場合には５０００円の輪番手当が

つき、合計で１１０００円となる。同様に平日でも翌日が休日である場合には２０時から９時ま

での勤務につき６５００円がつくのに対して、輪番の場合は５０００円を加算した１１５００円

となる。

　このように、津生協病院は、通常の業務としての二次救急について、すでに輪番手当を導

入しているのである。三次救急医療施設である三重大学医学部附属病院では、同様のとりあ

つかいがされてこなかったことを、あらためて認識する必要がある。

そのうえで、第３に、看護師についての５０００円という額の妥当性が問題となる。すでに

述べたように、津生協病院においては、すでにその本来的な二次救急医療業務について、

５０００円の輪番手当を支給している。これに対して三重大学医学部附属病院では、本来的な

業務であるはずの三次救急について、従来から輪番手当が存在しなかったのである。そして

今回、津市からの要請もあって、津市二次救急輪番業務を命じられた場合について、あらた

めて輪番手当を支給することとしたものであり、その金額も５０００円であるというものであ

る。すなわち、全体として見ると、本来業務でもない業務が新たに「負担」としてかかってく

るにもかかわらず、他の病院で支給されている輪番手当の金額と同額しか支給されないとい

うのである。このような対応をどのように考えるのかが問題であろう。

　過半数代表者は、ただちにこの輪番手当の創設そのものに反対するものではない。しかし

ながら、その金額について、適切な配慮がなされているとはいいがたいといわざるをえない。

以上
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今
回
の
過
半
数
代
表
者
の

意
見
は
、
こ
の
よ
う
な
本
来
業

務
で
も
な
い
２
次
救
急
輪
番
手

当
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５
０
０
０
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低
す
ぎ

る
と
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も
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す
。

　
た
と
え
ば
、
２
次
救
急
を
本

来
業
務
と
す
る
津
生
協
病
院
で

は
、
す
で
に
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次
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番
手
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０
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０
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す
。

　
今
回
の
就
業
規
則
改
正
は
、

津
市
か
ら
、
本
来
業
務
外
で

あ
る
２
次
救
急
の
一
部
実
施
に

つ
い
て
の
要
請
に
よ
る
も
の
で

す
。
元
来
、
３
次
救
急
を
担

当
す
る
三
重
大
学
病
院
と
し
て

は
、
２
次
救
急
は
本
来
業
務
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
津
市
は
、
さ

低すぎるの
で

はないか？


